


複数業務要因災害

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    疾病、障害または死亡（以下「傷

病等」）をいいます。



付随



　複数業務要因災害とは、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする傷病等のこと
をいいます。なお、対象となる傷病等は、脳・心臓疾患や精神障害などです。

　業務上疾病は、労働者が業務に内在する有害因子に接触することによって起こるものであること
から、少なくともその有害因子にさらされた後に発症したものでなければなりません。

　複数事業労働者とは、傷病等が生じた時点において、事業主が同一でない複数の事業場に
同時に使用されている労働者をいいます。
　したがって、労働者として就業しつつ、同時に労働者以外の働き方で就業している者につい
ては、複数事業労働者に該当しません。また、転職等、複数の事業場に同時に使用されてい
ない者についても、複数事業労働者には該当しません。

複数業務要因災害について

① 複数事業労働者に該当すること

　複数の事業場の業務上の負荷（労働時間やストレス等）を総合的に評価して、労災と認定で
きるか判断します。なお、複数事業労働者の方でも、1 つの事業場のみの業務上の負荷を評
価し業務上と認められる場合はこれまで通り業務災害として労災認定されます。

② 複数の事業の業務を要因とする傷病等とは





要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護
（継続的にまたは反復して行われるものに限る）







※

※

※療養のため通院したときは、通院費が支給される場合があります。

業務災害、 複数業務要因災害または通

勤災害により死亡したとき

業務災害、複数業務要因災害または通勤

災害による傷病が治ゆ（症状固定）した後

に障害等級第8級から第14級までに該当

する障害が残ったとき

業務災害、複数業務要因災害または通勤

災害による傷病が治ゆ（症状固定）した後

に障害等級第1級から第7級までに該当

する障害が残ったとき

業務災害、複数業務要因災害または通勤

災害による傷病の療養のため労働すること

ができず、賃金を受けられないとき

業務災害、複数業務要因災害または通勤災害

による傷病により療養するとき（労災病院や労災

保険指定医療機関等以外で療養を受けるとき）

業務災害、複数業務要因災害または通勤災害

による傷病により療養するとき（労災病院や労災

保険指定医療機関等で療養を受けるとき）

療養（補償）等給付

休業（補償）等給付

障害（補償）等

年金

障害（補償）等

一時金

遺族（補償）等

年金

遺族（補償）等

一時金

等

給

付

葬 祭 料 等

（ 葬 祭 給 付 ）

業務災害、 複数業務要因災害または通

勤災害により死亡した人の葬祭を行うとき

　遺族（補償）等年金を受け得る遺族が

ないとき

　遺族（補償）等年金を受けている人が

失権し、かつ、他に遺族（補償）等年金

を受け得る人がない場合であって、すで

に支給された年金の合計額が給付基礎

日額の1000日分に満たないとき

等

給

付



166,950 171,650

72,990 73,090
72,990 73,090

83,480 85,780

36,500 36,500
36,500 36,500

令和３ 令和３ からの

業務災害、複数業務要因災害または通勤

災害による傷病が療養開始後1年6か月

を経過した日または同日後において次の

各号のいずれにも該当するとき

障害（補償）等年金または傷病（補償）等

年金受給者のうち第1級の者または第2級

の精神・神経の障害および胸腹部臓器の

障害の者であって、現に介護を受けている

とき

傷病（補償）等年金

介護（補償）等給付

治ゆ



等 等

等

等 等等

　なお、複数事業労働者の給付基礎日額については、原則、複数就業先に係る給付基礎日額
に相当する額を合算した額となります。

　算定基礎日額とは、原則として、業務上または通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生し

　なお、複数事業労働者の算定基礎日額については、原則、複数就業先に係る算定基礎年額に
相当する額を合算した額を 365 で割った額となります。



※船員法の適用を受ける船員
については対象外

治ゆ

治ゆ

治ゆ 治ゆ

労災病院や

労災保険指

定医療機関

等で療養を

受けるとき

労災病院や

労災保険指

定医療機関

等以外で療

養を受ける

とき

等

等

等

業務災害・複数業務要因災害・通勤災害による傷病等

療養（補償）等給付

障害（補償）等給付遺族（補償）等給付 葬祭料等

休業（補償）等給付

傷病（補償）等年金

介護（補償）等給付



※

※の様式には個人番号を記入していただく必要があります。

※

※

費

療養（補償）等

給 付

休業（補償）等

給 付

障害（補償）等

給 付

遺族（補償）等

給 付

介護（補償）等

給 付

葬 祭 料 等

（ 葬 祭 給 付 ）

給付及び複数事業労働者療養給付

給付及び複数事業労働者療養給付

7号

給付・複数事業労働者休業給付

※給付・複数事業労働者障害給付

年金・複数事業労働者遺族年金

金・複数事業労働者遺族一時金

料又は複数事業労働者葬祭給付

給付・複数事業労働者介護給付

費用

用





○療養の費用・休業（補償）等給付・障害（補償）等給付・遺族（補償）等給付・葬祭料等（葬祭給付）・

　介護（補償）等給付の各請求書

等給付



（R3.3）

検 索

分野別の政策一覧

03.html

労災　請求書

④ 二次健康診断等の
　 結果（事業主に提出）


